
福祉・医療施設の感染対策強化

陽性者発生の報告（1人以上）

施設の対策を支援

本庁に「福祉・医療施設感染対策センター」を設置し、福祉施設・医療施設からの陽性者の報告を受け、
速やかに感染状況の把握等を行うとともに、施設の相談等に応じる体制を整備し感染拡大抑制を図る。
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(福祉施設)
電話:０８０－６４６０－８９２３
メール:covid19-kansentaisaku

@pref.tottori.lg.jp

(医療施設)
電話:０８０－９３９４－３５９２
メール:iryou-hoken＠pref.tottori.lg.jp

[施設の対策]
・ゾーニング等
・一斉検査
・感染防御策の
レベルアップ
(N95マスクの
着用、ﾌﾙPPEなど)

・嘱託医等による入
所者等への医療提供

協力医療機関
嘱託医等

他の施設保健所保健所

連携・情報共有

現地支援

福祉・医療
クラスターチーム

［陽性者発生時］
○適切なゾーニング等の感染対策の助言
○一斉PCR検査等の支援

・PCR検査等10/10助成
・検査キットを県に備蓄(3万個分)し、必
要に応じて配布

○N95マスク、ガウン等の感染防護具の支援
［施設内療養時］
○対応困難事例等の相談対応
○協力医療機関、嘱託医等への協力依頼（ラ
ゲブリオの投薬等）

○不足するスタッフの派遣調整

新設


